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１．開催日  平成26年７月28日（月） 

 

２．開催場所 栃木県公館 大会議室 

 

３．出席委員 19名 

 

福 田 委 員、簗 瀬 委 員、森 本 委 員、尾 立 委 員、 

青 木 委 員、戸 室 委 員、青 山 委 員、半 田 委 員、 

又野委員(代)、越智委員(代)、末松委員(代)、桑原委員(代)、 

小 菅 委 員、佐 藤 委 員、斉 藤 委 員、三 森 委 員、 

平 池 委 員、板 橋 委 員、熊 本 委 員  

 

※(代)は代理出席であり、２号委員（関係行政機関の職員）については栃木県都市計

画審議会規程により代理出席が認められております。 
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午後１時３０分 開会 
○事務局 定刻となりましたので、ただいまから第１６３回栃木県都市計画審議会を開会いたします。 

最初に、委員の異動がございましたので新任の委員を御紹介いたします。 

１号委員で新しく任命されました栃木県農業会議事務局長 福田保委員でございます。（挨拶） 

  同じく、早稲田大学教授 森本章倫委員でございます。(挨拶) 

  同じく弁護士 青木隆夫委員でございます。（挨拶） 

  同じく自治医科大学講師 青山泰子委員でございます。（挨拶） 

  同じく栃木県商工会連合会理事 半田政夫委員でございます。（挨拶） 

  ２号委員で新しく任命されました国土交通省関東運輸局長 又野己知委員でございます。（代理 

挨拶） 

同じく国土交通省関東地方整備局長 越智繁雄委員でございます。（代理 挨拶） 

同じく農林水産省関東農政局長 末松広行委員でございます。（代理 挨拶） 

４号委員で新しく任命されました栃木県議会議員 三森文徳委員でございます。（挨拶) 

５号委員で新しく任命されました宇都宮市議会議長 熊本和夫委員でございます。（挨拶) 

以上で、今回新たに委員となられた方の御紹介を終わります。 

開会にあたりまして、県を代表して、吉田県土整備部長から御挨拶を申し上げます。 

○吉田県土整備部長 県土整備部長の吉田でございます。第１６３回栃木県都市計画審議会に御出席を

いただきまして本当にありがとうございます。 

本日、御審議いただく案件については、いずれも栃木県の今後の発展に不可欠なものと考えており

ますので、慎重な御審議をぜひお願い申し上げます。 

案件の紹介をさせていただきます。付議案件が５件、報告案件が１件ございます。 

付議案件の１件目でございますが、都市計画区域区分の変更について御審議をいただくものでござ

います。 

付議案件の２件目及び３件目は、都市計画道路の変更について御審議をいただくものでございます。 

付議案件の４件目は、下水道区域の変更について御審議をいただくものでございます。 

５件目は、都市計画区域内に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置についてになります。これ

は、民間事業者が設置しようとする産業廃棄物処理施設の敷地の位置について、都市計画上支障がな

いかを御審議いただくものでございます。 

最後に、報告事項として、とちぎの都市ビジョンについて御報告を差し上げます。委員の皆様には

十分な御審議のほどよろしくお願い申し上げます。簡単ではございますが、挨拶とさせていただきま

す。本日はよろしくお願いいたします。 

○事務局 本日は、委員２０名のうち出席委員は１９名で、栃木県都市計画審議会条例第５条の規定に

よる定足数に達しましたことを御報告いたします。 

  次に、本日の議長についてですが、第１６２回をもちまして永井会長が御退任されましたので、栃

木県都市計画審議会条例第４条第３項の規定に基づく会長職務代理者であります簗瀬委員にお願い
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したいと思います。 

（簗瀬委員、議長席につく） 

〇仮議長 簗瀬でございます。本日は、第１６３回栃木県都市計画審議会を開催しましたところ、委員

の皆様には御多用中にもかかわらず、御出席いただきましてまことにありがとうございます。前会長

からあらかじめ御指名をいただいておりましたので、会長が決定するまでの間、暫時議長を務めさせ

ていただきます。 

  早速ですが、会長の選出を行いたいと思いますので、お手元の委員名簿を御覧いただきたいと思い

ます。会長につきましては、栃木県都市計画審議会条例第４条第１項の規定により、１号委員の中か

ら委員の選出によって定めることになっております。これにつきまして、いかが取り計らえばよろし

いでしょうか。 

○委員 代行者として長く経験もあり、大学の教授として学識経験も豊かで、また、そこに座っていま

すから座りもいいので、簗瀬委員を推薦したいと思います。 

○仮議長 ありがとうございます。まだなれておりませんが。ただいま、委員から、会長に簗瀬をとの

御推薦がありましたが、他に御推薦はありませんでしょうか。 

  それでは、お諮りいたします。簗瀬を会長に選任することについて御異議はありませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長(議長) それでは、異議なしということでございますので、簗瀬を会長に選任したいと存じます。 
○事務局 ありがとうございました。それでは、簗瀬委員には会長就任の御挨拶をいただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○会長(議長) 改めまして、簗瀬でございます。よろしくお願いいたします。 

  先ほど御推薦いただきましたように、委員長代理をやっておりましたので特に申し上げることはご

ざいませんが、世の中、これからの日本のためにはもう少し女性をふやしたほうがいい。３割などと

いうすごい数字が飛び交っておりますが、お見受けするとかなりそれに遠いと感じます。ぜひ参加さ

れた女性委員には何倍も御奮闘いただきまして、次の方への道を開いていただきたいと存じます。 

  また、当然でございますが、皆様ひとつ活発な御議論をよろしくお願い申し上げます。以上で終わ

ります。 

○事務局 ありがとうございました。続きまして、栃木県都市計画審議会条例第４条第３項の規定によ

り、会長が会長職務代理者をあらかじめ指名することとなっておりますので、簗瀬会長から１号委員

のうちどなたかを御指名いただきたいと思います。 

○議長 それでは、規定で会長が指名するということですので、私から指名させていただきたいと存じ

ます。会長職務代理者として森本委員にお願いしたいと思いますが、皆様いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 それでは、森本委員よろしくお願いいたします。簡単に御挨拶をいただけますか。 
○委員 早稲田大学の森本でございます。この３月まで宇都宮大学の教授として、２０年間栃木県のま

ちづくりをお手伝いしてまいりました。非常に重要な会議の委員かつ職務代行者ということですので、



 - 4 -

皆さんの御協力を得ながら、適切に会長を補佐する役割を担えればいいと思っております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
○議長 突然振りまして申しわけありません。ありがとうございました。 
それでは、これより本日の議事に入りたいと思います。 
それでは議事を進めさせていただきます。まず議事録署名人ですが、６番の戸室委員、７番青山委

員の御両名にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
それでは審議に入ります。 
本日の案件としましては、お手元の「第１６３回栃木県都市計画審議会 議案の概要」にございま

すように、「小山栃木都市計画区域区分の変更について」など５件の議案でございます。 
なお、審議会運営にあたりましては、栃木県都市計画審議会規程第１２条の規定に基づき、本日の

審議は公開といたします。 
最初に、第１号議案「小山栃木都市計画区域区分の変更について」を議題といたします。この議案

につきまして、幹事から御説明をお願いします。 
○幹事（栃木県都市計画課長） 幹事であります都市計画課長の大野でございます。よろしくお願いい

たします。私の方から御説明させていただきたいと思います。大変恐縮ですが、着座にて御説明させ

ていただきます。 

  第１号議案「小山栃木都市計画区域区分の変更について」御説明いたします。お手元の「議案書」

の１ページから３ページまでが第１号議案でございます。 

議案書３ページの位置図を御覧願います。本案件は、赤のハッチングで示しております栃木市千塚

町上川原地区、面積約３６．７ｈａについて、工業地として市街化区域へ編入しようとするものでご

ざいます。 

  参考資料で御説明いたします。参考資料の１ページを御覧願います。改めまして、今回市街化区域

に編入する区域でございますが、「１ 位置図」に赤で示しております栃木市街地の北西部、東北縦

貫自動車道栃木インターチェンジから県道栃木粕尾線沿いに北西約２．５ｋｍに位置する約３６．７

ｈａの区域でございます。ページ右側に拡大した計画図を示してございます。 

  この区域につきましては、昭和４０年代中ごろの東北縦貫自動車道栃木インターチェンジの供用に

合わせまして、交通利便性が期待できる地区ということで、工業系の土地利用を図る区域として、経

済産業省の「工場適地」の指定を受け、産業団地の開発等の研究が進められてきたところでございま

す。これまでに、経済状況の悪化等によりまして検討の休止期間はありましたが、平成１９年に地元

を含めた検討を再開しまして、今回、栃木市が土地区画整理事業により産業団地を整備することが確

実になったことから、当区域を市街化区域に編入するものでございます。 

  参考資料２ページの左側を御覧願います。これは、平成２３年１１月に県が策定しました「都市計

画区域の整備、開発及び保全の方針」、これはいわゆる「都市計画区域マスタープラン」でございま

すが、それの抜粋を示したものでございます。当地域につきましては、用途の配置方針としまして「工

業地」、また、都市づくりの実現化方策におきまして、具体的な取組事業として「優れた立地条件を
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生かした企業誘致」を図るとされているところでございます。また、栃木市の都市計画マスタープラ

ンにおきましても「産業拠点の整備を図る地区」としているところでございます。 

  また、栃木市では、土地区画整理事業を行うとして、平成２３年度から県環境影響評価条例に基づ

く環境影響評価を行ってきたところでありまして、この８月に完了する見込みとなっております。 

このように、今回、２ページ右側の「４ 市街化区域編入の理由」の四角枠の中に記載しておりま

すように、マスタープランに位置づけられていること、農林業との土地利用調整が図られたこと、環

境影響評価書の作成が完了見込みであること、栃木市施行の土地区画整理事業が確実になったことな

ど市街化調整区域編入の要件が整ったことから、今回、区域編入しようとするものでございます。 

  なお、関連いたします用途地域の変更、土地区画整理事業の決定につきましては、市の決定案件で

ありますので、栃木市におきまして、本件市街化区域編入の決定に併せて決定することとしておりま

す。また、２ページ右側の（参考）のように用地地域は「工業地域」とし、良好な産業団地を形成す

るため地区計画を同時に決定することとしているところでございます。 

  なお、本件につきましては、平成２５年１０月２９日から２週間、案の縦覧を行いましたが、意見

書の提出はありませんでした。また、栃木市から平成２６年６月３０日付で異存ない旨の回答を得て

おります。 

  第１号議案の説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 御説明ありがとうございました。ただいまの案件につきまして、御質問、御意見がございまし

たらお願いいたします。 

  手続は全て順調に整ったということのようです。この案件につきましてよろしゅうございますか。 

御質問、御意見がないようですので、本案件については原案どおり議決することに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 御異議がございませんので、本案件については原案どおり議決いたします。 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

○議長 続いて、第２号議案「宇都宮都市計画道路の変更について」を議題といたします。この議案に

つきまして、幹事から御説明をお願いいたします。 

○幹事（栃木県都市計画課長） 第２号議案「宇都宮都市計画道路の変更について」御説明いたします。

お手元の「議案書」の４ページから６ページまでが第２号議案でございます。 

  議案書６ページの位置図を御覧願います。本案件は、赤色で示しております「３・４・５号石橋駅

東通り」の起点の位置を変更、また、それに伴いまして延長を変更しようとするものでございます。 

  参考資料で御説明いたしますので、参考資料の３ページを御覧願います。左側に位置図を示してご

ざいます。赤で示した道路が今回変更します石橋駅東通りでございます。また、本案件に関連する道

路として、下野市が都市計画の変更を行います「３・４・８０２号北城通り」を図の左に縦に青色で

示してございます。今回変更する部分は、点線の丸で示した部分でございますが、３ページの右側に

その拡大した平面図を示しておりますので御覧願います。 
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  本案件は、下野市が北城通りについて、青で示した現計画をピンク色に変更することに伴いまして、

赤で示しました石橋駅東通りの起点の位置を変更し、それに伴い延長が約２０ｍ短くなりまして、延

長を３，８８０ｍに変更しようとするものでございます。 

  また、下野市の変更案件でございますが、今回の変更の要因になりますので、北城通りの変更につ

きまして御説明させていただきます。 

  北城通りにつきましては、参考資料の図面に「病院予定地」と示しておりますが、石橋総合病院が

老朽化や耐震上の問題などから建て替え移転することになり、当場所、こちらの病院予定地に移転す

ることが確実になりました。市が改めまして周辺道路の整備を検討しまして、今回の変更に至ったわ

けでございます。 

  参考資料３ページ右側の平面図ですが、病院予定地につきましては、西側に黄色で細く示しており

ますが、現道がございまして、歩道のない幅員８ｍの市道が隣接しております。ここに近接して、す

ぐ西側に未整備の北城通りが並行して都市計画決定されているところでございます。市としましては、

病院移転に際しては、黄色い市道が主たるアクセス道路になりますので、これを整備することを検討

したわけですが、北城通りの位置を市道に重ねる位置に変更しまして、現況の幅員８ｍから幅員１６

ｍの歩道付きの道路に整備することとしたものでございます。このため、北城通りをピンクのように

変更するということでございます。繰り返しになりますが、北城通りの位置の変更に伴いまして、県

決定の都市計画道路石橋駅東通りの交差点の位置が変わり、これを変更しようとするものでございま

す。 

  なお、本件につきましては、平成２６年５月１６日から２週間、案の縦覧を行いましたが、意見書

の提出はありませんでした。また、下野市から平成２６年７月８日付で異存ない旨の回答を得ており

ます。 

  第２号議案の説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 ありがとうございます。それでは、２号議案につきまして御意見、御質問がございましたらお

願いいたします。 

県道に併せて２０ｍほど交差点の位置が変更になるという案件で、手続も全部済んでいると御説明

いただきました。よろしゅうございますか。 

では御意見、御質問がないようですので、お諮りしたいと思います。原案どおり議決することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 それでは、本案件については原案どおり議決させていただきます。ありがとうございます。 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

○議長 引き続きまして第３号議案「茂木都市計画道路の変更について」を議題といたします。この議

案につきまして、幹事から御説明をお願いいたします。 

○幹事（栃木県都市計画課長） 第３号議案「茂木都市計画道路の変更について」御説明いたします。

お手元の「議案書」の７ページから９ページまでが第３号議案でございます。 
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議案書８ページの計画書を御覧願います。本案件は、茂木都市計画区域における都市計画道路網全

体を見直しまして、８ページの１に記載のとおり、３・４・１号茂木駅前線ほか２路線を変更し、２

に記載のとおり３・４・４号茂木中央通線を廃止しようとするものでございます。 

参考資料により説明いたします。参考資料４ページを御覧願います。左側が変更前の現在の都市計

画道路網の計画でございます。右側が今回変更しようとする変更後の都市計画道路の図面でございま

して、今回、左側の赤色で表示している４路線を、右側の同じく赤色で表示しております３路線に変

更しようとするものでございます。 

変更する理由について説明させていただきます。参考資料４ページの位置図の左側を御覧願います。

茂木町におきましては、赤色で示しました県決定の４路線及び青色で示しました茂木町決定の２路線

の計６路線を、昭和４２年に都市計画決定いたしました。その後、下側に紫色で示しておりますが、

３・３・１号茂木バイパス通を平成４年に都市計画決定し、現在に至っております。 

この茂木バイパス通が平成２２年３月に国道１２３号茂木バイパスとして全線供用しまして、茂木

市街地内の交通量が大幅に転換されたことから、町全体の道路網を見直しまして、都市計画道路の変

更を行うものでございます。 

なお、変更にあたりましては、将来交通需要等の定量的な検討を行いましたが、現況の道路網で円

滑な交通を確保できることを確認できたことから、既存の道路を有効に利用した形で都市計画の見直

しを行ったところでございます。 

次に、変更の内容について説明させていただきます。同じ図面の右側を御覧願います。赤色で示し

ます道路が変更後の都市計画道路でございます。まず、頭に②番で示しております３・５・２号茂木

増井線でございます。左側の変更前の図面では黒色の破線で示しております。これは現在の県道の旧

１２３号、破線で示す現道のある区間となりますが、これは茂木町市街地の骨格となる幹線道路とし

て位置づけております。これに併せまして、右の図面で①番で示しております３・５・１号茂木駅前

線は、茂木駅から茂木増井線までの区間に変更いたしまして、茂木駅から茂木市街地へのアクセスを

確保しているところでございます。 

また、右側の③番、３・４・１号増井三坂線、これは右下に延びる道路ですが、県道水戸茂木線に

接続する市街地の南北の幹線として位置づけているところでございます。 

内容的には、位置図の変更前を変更後の道路網に変えるということですが、細かい内容につきまし

て説明させていただきます。 

参考資料４ページ下の「２ 新旧対照表」を御覧願います。左側に変更前、右側に変更後を示し、

それぞれの道路をどのように変更するのかを矢印で示しております。 

①番の茂木駅前線は、区間を縮小するとともに、沿道状況や交通状況を考慮しまして幅員を１２ｍ

といたしました。また、駅前広場について、駅の利用者数に基づき施設配置計画を改めて行いまして、

面積をこれも縮小しまして１，５００㎡といたしました。 

次に、左側の変更前の②番、坂井増井線と③番の茂木中央通線は、この２路線を統合する形で右側

の変更後の②番、茂木増井線としまして、沿道状況や交通状況を考慮しまして幅員を１２ｍに変更い
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たします。 

次に、左側の変更前の④、増井三坂線につきましては、整備済みでありますが、市街地内の南北の

幹線道路として、名称の変更はございますが、道路そのものの変更は行わないこととしています。 

なお、左側の変更前の⑤、弾正仲の内線及び⑥の榎本小倉町線は、茂木町の決定案件でありますが、

今回の見直しで廃止することとしております。 

また、今回の茂木都市計画道路の全面見直しによりまして、左側の６路線を右側の３路線に変更す

ることから、都市計画道路の番号・名称を整理して、名称等の変更等を行っているところでございま

す。 

本件につきましては、平成２６年５月２３日から２週間、案の縦覧を行いましたが、意見書の提出

はありませんでした。また、茂木町から平成２６年７月１０日付で異存ない旨の回答を得ております。 

第３号議案の説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 ありがとうございました。複雑な説明でしたが、新旧対照表のように総括的に整理するという

ことで、手続を踏んでみえたということのようでございます。この案件について御質問、御意見がご

ざいましたらお願いいたします。 

人口減少していく中で、より現実に沿った案ということかと存じますが、どなたか御質問等ござい

ますか。 

それでは、御質問、御意見はないようですので、本件については原案どおり議決するということで

御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 それでは、ご異議がございませんので、本案件については原案どおり議決いたします。 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

○議長 続きまして、第４号議案「足利佐野都市計画下水道の変更について」を議題といたします。こ

の議案につきまして、幹事から御説明をお願いいたします。 

○幹事（栃木県都市計画課長） 第４号議案「足利佐野都市計画下水道の変更について」御説明いたし

ます。お手元の「議案書」の１０ページから１２ページまでが第４号議案でございます。 

議案書１１ページの計画書を御覧願います。本案件は、佐野市におきまして、流域下水道を公共下

水道に移行することから、渡良瀬川上流流域下水道（秋山川処理区）を廃止しようとするものでござ

います。 
こちらについても参考資料で御説明いたしますので、参考資料の５ページを併せて御覧願います。

渡良瀬川上流流域下水道（秋山川処理区）につきましては、平成５年１月に、当時の佐野市、田沼町

及び葛生町の３市町の下水を処理する流域下水道として都市計画決定しまして、平成７年３月から供

用を始め、県が広域的に下水の処理を行ってきたところでございます。 
このような中、佐野市におきましては、平成１７年に田沼町と葛生町を合併しまして新佐野市にな

りました。これによりまして流域下水道の全域が佐野市の区域になったわけでございます。このため、

２以上の市町村の下水を処理するという流域下水道の要件を満たさなくなりまして、１つの市町村の
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下水を処理する公共下水道に移行することになったことから、今回、県決定の流域下水道を廃止しよ

うとするものでございます。 
なお、本案件につきましては、合併の特例による覚書によりまして、合併後１０年間は流域下水道

として県が管理することになっていたものでございますが、１０年を経過するのが今年度末の来年３

月ということですので、今回流域下水道を廃止するものでございます。 
参考資料の５ページを御覧願います。左側に廃止･変更前の現在の状況、右側に廃止･変更後の状況

を示しております。このように、本案件の流域下水道の廃止に合わせまして、佐野市では、現在都市

計画決定しております田沼町公共下水道及び葛生町公共下水道を廃止しまして、この排水区域を佐野

公共下水道の排水区域に取り込んだ排水区域の拡大及び流域下水道で位置づけられております下水

処理場などの施設を追加する都市計画の変更を行うこととしております。これによりまして、佐野市

の下水道が全て、佐野公共下水道になるものでございます。 
本件につきましては、平成２６年３月１１日から２週間、案の縦覧を行いましたが、意見書の提出

はありませんでした。また、佐野市から平成２６年７月９日付で異存ない旨の回答を得ております。 
第４号議案の説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 ありがとうございます。下水道の案件でございます。 

  私から確認ですが、手続論的な話であって、特に下水道の現実の状況に変更があったということで

はないのですね。 

○幹事（栃木県都市計画課長） 下水道施設その他の排水区域については全く変わりございません。た

だ、一部、今まで流域下水道として位置づけられていたものが、要件を満たさなくなったので、その

部分を公共下水道に変更するという案件で、もの自体は全く変更はございません。 

○議長 どうもありがとうございました。手続論的なお話だということでございます。この案件につき

まして、御質問、御意見がおありであればお願いいたします。よろしゅうございますか。 

特に御意見、御質問はないようですので、本件については原案どおり議決するということで御異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 ありがとうございます。御異議がございませんので、本案件については原案どおり議決いたし

ます。 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

○議長 最後の案件になります。第５号議案「小山栃木都市計画区域内に設置する産業廃棄物処理施設

の敷地の位置について」を議題といたします。この議案につきまして、幹事から御説明をお願いいた

します。 

○幹事（栃木県都市計画課長） 第５号議案「小山栃木都市計画区域内に設置する産業廃棄物処理施設

の敷地の位置について」御説明いたします。お手元の「議案書」の１３ページから１５ページまでが

第５号議案でございます。 

議案書１５ページの位置図を御覧願います。本案件は、建築基準法第５１条ただし書きの規定によ
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りまして、民間事業者が栃木市内の赤の区域に設置しようとする｢産業廃棄物処理施設｣の敷地の位置

が、都市計画上支障がないかどうか御審議いただくものでございます。 
議案の説明に入る前に、本案件が付議された理由であります｢建築基準法第５１条ただし書き｣につ

いて御説明いたします。参考資料６ページの左側を御覧願います。建築基準法第５１条の条文を記載

してございます。建築基準法第５１条では、「都市計画区域内において卸売市場、火葬場や『その他

政令で定める処理施設』の用途に供する建築物は、都市計画において敷地の位置が決定しているもの

でなければ新築、又は増築してはならない」とされています。また、ただし書きとしまして、「特定

行政庁が都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合

においてはこの限りではない」とされています。 
本案件に係る建築物は産業廃棄物の処理施設でありまして、参考資料６ページ左側中ほどに四角の

枠で囲んで示している政令によりまして、建築基準法第５１条の「その他政令で定める処理施設」に

なります。このため５１条の適用を受けることになります。 
建築基準法第５１条の適用を受ける建築物につきましては、設置主体が公共団体など、公共性が高

く計画的なものにあっては都市計画決定を行うことにしておりますが、本案件のように、民間事業者

が設置するなどしまして恒久性が不確実で都市計画決定ができないようなものにつきましては、ただ

し書きを適用することとなります。 
同じく参考資料６ページの左側下に手続の流れを示してございますが、本案件につきましては、建

築許可をするものが栃木市ですので、特定行政庁である栃木市長から知事が都市計画審議会に付議依

頼を受け、本日、当審議会で御審議いただくものでございます。このため、本日は特定行政庁の事務

を所管しております栃木市建築指導課長も同席しておりますので、よろしくお願いいたします。 
それでは、議案の内容について説明させていただきます。参考資料６ページ右側の「１ 施設の概
要」を御覧願います。本案件は、事業者が平成２２年に許可を受け設置しました「がれき類を再生骨

材として再利用するために破砕処理を行う中間処理施設」につきまして、今回、保管施設などの増設

及び敷地の拡張をしようとするものでございます。 
位置は、「２ 位置図」に赤で着色しました栃木市尻内町地内の市街化調整区域内でございます。

事業者は、平成１７年に、前から営んでいた前事業者から産業廃棄物中間処理施設の承継を受けまし

て、当該地で既に業を営んでおります。平成２２年には処理施設更新のために廃棄物の処理及び清掃

に関する法律、いわゆる廃棄物処理法や建築基準法第５１条ただし書きなどの許可を受けまして処理

施設を設置し、現在に至っているところでございます。 
本施設の処理の流れを参考資料６ページ右側上に示しておりますが、搬入されたがれき類を最大処

理能力日量２，１５２ｔの破砕機で破砕しまして、不純物の除去を経て保管した後、道路の路盤材等

に利用される再生骨材として搬出するというものでございます。 
現在の敷地の概要を参考資料７ページ左側に示しておりますので御覧願います。２基の破砕機と保

管施設などを有し、敷地面積は９，９６１．３６㎡でございます。今回、事業者は、右側に示してお

りますように、破砕機そのものの変更や更新等はありませんが、需要増加に伴う処理量の増加に対応
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するため、保管施設や荷さばき・駐車スペースなどを増設し、それに伴いまして敷地を４３，０９７．

９３㎡に拡張しようとするものでございます。 
施設の場所の状況でございますが、参考資料の６ページにお戻りいただきまして、右側の位置図を

御覧願います。当該地は、栃木市と佐野市の境付近にありまして、周囲を山に囲まれた国道２９３号

という幹線道路沿いにございます。周辺には学校や病院などはなく、最も近い民家は約４３０ｍ離れ

ている状況でございます。このことから、本施設が周辺道路や周辺土地利用に支障を生じさせること

はないものと考えております。 
また、平成２２年の本施設の設置に際しましては、廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査を実施

しておりまして、生活環境に配慮した施設となっているところでございます。さらに、事業者は周辺

自治会と環境保全協定を結んでいるところでございまして、周辺地域の生活環境への影響は特に問題

はないものと考えているところでございます。 
以上のことから、事務局としては、「本施設の敷地の位置については、都市計画上支障がないもの」

と考えているところでございます。 
第５号議案の説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 ありがとうございます。都市施設ではなく、今度は産業廃棄物処理施設の案件でございますが、

この案件につきまして御意見、御質問がございましたらお願いいたします。 

平成２２年にこの都市計画審議会にお諮りになったということですが、その後特に何の問題も生じ

ておらず、また今回拡張だということですね。 

○幹事（栃木県都市計画課長） はい。平成２２年にこの審議会を経て許可になりまして、今現在運営

しているわけですが、周辺からの苦情は特にないと聞いています。特に問題はないところでございま

す。 

○議長 ありがとうございます。 

御質問、御意見はよろしゅうございますか。それでは、この案件について都市計画上支障のない旨

議決することについて御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 御異議がございませんので、本案件については都市計画上支障がない旨、議決いたします。 
  以上をもちまして、本日の議案の審議を終了いたします。議決されました案件につきましては、直

ちに答申の手続をとりますので御了承願います。 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

○議長 続きまして、報告第１号「とちぎの都市ビジョンについて」事務局より御説明をお願いします。 

○事務局（栃木県都市計画課長補佐） 事務局の都市計画課課長補佐の分田でございます。報告につき

ましては、私から説明させていただきます。座って説明いたします。 
  報告第１号「とちぎの都市ビジョン」について報告いたします。お手元の「報告資料」概要の１ペ

ージ「とちぎの都市ビジョンの策定について」を御覧ください。とちぎの都市ビジョンは、２１世紀

中ごろの中長期的視点に立った都市づくりの基本的な考え方などを県民や市町などと共有しつつ取
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り組んでいくことを目的として策定したものでありまして、近年、人口減少・超高齢社会への対応が

喫緊の課題になっていることや、東日本大震災などにより防災・減災やエネルギー需給の変化、環境

問題などへの県民の意識が高まっていることから、これらを踏まえまして本ビジョンを改定すること

といたしました。 
 策定にあたりましては、本年２月の都市計画審議会における「人口減少・超高齢社会、環境への負

荷低減などに対応したコンパクトな都市づくりの基本的な考え方」に対する答申や、昨年度の栃木県

議会県土整備委員会特定テーマ「高齢社会に対応した県土整備について」の提言を反映するとともに、

本年３月５日から４月４日においてパブリック・コメントを実施しまして、県民意見の募集を行いま

した。 
  ビジョンの概要といたしましては、暮らしやすく持続可能な県土・都市づくりのため、都市機能が

バランスよく集積した拠点づくりを進め、公共交通などにより効率的にネットワークさせた「とちぎ

のエコ・コンパクトシティ」を目指すこと、また、その実現に向けまして、「暮らしやすくコンパク

トな都市づくり」「誰もが安全でスムーズに移動できるネットワーク型の都市づくり」など４つの基

本目標と、医療や福祉、産業、環境など「各種政策との連携」「多様な主体との協働」など３つの基

本姿勢を掲げ、県・市町・民間が連携しながら戦略的に取り組むこととしております。 
  資料では、本編のほか、Ａ３番の概要版も添付しましたので、御覧いただければと思います。 
  パブリック・コメントにおきましては、資料の末尾に添付のとおり、６名の方から１５件の意見を

いただいたところでありまして、一部内容についての質問などもありましたが、おおむねビジョン

（案）に対する賛意や掲げた取組などをさらに推し進めるべきとの意見であったことから、ほぼ原案

どおり決定することといたしました。 
  本ビジョンにつきましては、本審議会報告後、公表することとしております。 
なお、本ビジョンの方向性を踏まえながら、平成２７年度に都市計画決定を予定しております次期

都市計画区域マスタープランを策定することとしております。報告につきましては以上でございます。 
○議長 ありがとうございます。パブリック・コメントが出されたということですが、資料の「パブリ

ック・コメントにおける提出意見とそれに対する栃木県の考え方」に記載されているということでよ

ろしいですね。 
○事務局（栃木県都市計画課長補佐） はい、そのとおりです。 
○議長 市民の方からの御意見もいただいたということでございます。本案件につきまして御意見、御

質問がございましたらお願いいたします。概要の報告ですので、急なところでは難しいかと思います

が、何かございますか。 
よろしゅうございますか。とりあえずは御報告いただいたということで。 
それでは、御質問等がないようですので、以上をもちまして本日の会議を終了いたします。静ひつ

な中で御審議賜りましたことに厚くお礼申し上げます。どうもありがとうございました。 
○事務局 以上をもちまして、本日の審議会を閉会いたします。ありがとうございました。 

午後２時２０分 閉会 


